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〈
論
文
〉

フ
ラ
ン
ス
知
識
人
が
見
た
日
本
の
大
陸
・
植
民
地
政
策
（
六
）

―
ヴ
ィ
シ
ー
政
権
の
政
治
家
と
仏
印
進
駐
―

ワ
シ
ー
リ
ー
・
モ
ロ
ジ
ャ
コ
フ

要
旨　

本
稿
の
目
的
は
、
一
九
四
〇
年
の
日
本
の
仏
印
（
イ
ン
ド
シ
ナ
）
進
駐
政
策
に
対
す
る
ヴ
ィ
シ
ー
政
権
（
フ
ラ
ン
ス
）
の
主
役
た
ち
の
意
見
と

立
場
、
そ
の
相
互
関
係
と
決
定
の
過
程
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
本
稿
で
は
、「
政
治
」
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
政
治
家
」
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
た
。
そ

し
て
、
本
稿
で
は
主
な
資
料
と
し
て
、
外
交
文
書
や
新
聞
・
雑
誌
の
記
事
よ
り
も
、
む
し
ろ
政
治
家
た
ち
―
フ
ラ
ン
ス
国
主
席
兼
首
相
ア
ン
リ
・

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ペ
タ
ン
元
帥
（H

enri-Philippe Pétain; 
一
八
五
六
～
一
九
五
一
年
）、
外
務
大
臣
ポ
ー
ル
・
ボ
ド
ゥ
ア
ン
（Paul Baudouin; 

一
八

九
四
～
一
九
六
四
年
）、
植
民
地
大
臣
で
あ
っ
た
ア
ル
ベ
ー
ル
・
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
（A

lbert Rivière; 

一
八
九
一
～
一
九
五
三
年
）、
ア
ン
リ
・
レ
ム

リ
（H

enry Lém
ery; 

一
八
七
四
～
一
九
七
二
年
）
と
シ
ャ
ル
ル
・
プ
ラ
ト
ン
海
軍
小
将
（Charles Platon;

一
八
八
六
～
一
九
四
四
年
）
の
三
人
、

国
防
大
臣
マ
キ
シ
ム
・
ウ
ェ
イ
ガ
ン
陸
軍
上
級
大
将
（M

axim
e W

eygand; 

一
八
六
七
～
一
九
六
五
年
）、
極
東
艦
隊
指
揮
官
の
ち
イ
ン
ド
シ
ナ
総

督
ジ
ャ
ン
・
ド
ク
ー
海
軍
中
将
（Jean D

ecoux; 

一
八
八
四
～
一
九
六
三
年
）
―
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
、
ノ
ー
ト
、
日
記
、
回
想
録
を
採
用
し
た
。

彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
一
流
の
知
識
人
と
し
て
、
自
身
の
専
門
的
、
総
合
的
知
識
と
分
析
能
力
に
基
づ
い
て
事
情
を
把
握
、
分
析
し
て
、
様
々
な
方
針
を

提
案
し
、
決
定
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
日
本
、
フ
ラ
ン
ス
、
仏
印
（
イ
ン
ド
シ
ナ
）、
大
陸
政
策
、
フ
ラ
ン
ス
敗
戦
、
ヴ
ィ
シ
ー
政
権
（
フ
ラ
ン
ス
国
）、
仏
印
進
駐
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仏
印
進
駐
研
究
の
実
態
と
諸
側
面

　

一
九
四
〇
年
の
仏
印
（
イ
ン
ド
シ
ナ
）
進
駐
は
、
歴
史
学
的
に
こ
れ
ま
で
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
テ
ー
マ
だ
と
は
言
え
な
い
が
、
様
々

な
側
面
か
ら
異
な
る
研
究
の
実
態
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
テ
ー
マ
だ
と
言
え
る
。
最
近
こ
の
テ
ー
マ
を
総
合
的
に
取
り
上
げ
た
研
究
論

文
『
太
平
洋
戦
争
は
イ
ン
ド
シ
ナ
か
ら
始
ま
っ
た　

一
九
四
〇
～
一
九
四
一
年
』（
二
〇
一
九
年；

フ
ラ
ン
ス
語
版
）
を
執
筆
し
た
フ
ラ
ン

ス
人
歴
史
学
者
フ
ラ
ン
ク
・
ミ
シ
ュ
ラ
ン
（Franck M
ichelin

）
は
、
こ
の
問
題
を
「
よ
く
研
究
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
同
時
に
あ
ま
り
研

究
さ
れ
て
い
な
い
」
問
題
だ
と
断
定
し
た（

1
（

。

　

日
本
人
歴
史
学
者
は
、
仏
印
進
駐
を
研
究
す
る
と
き
、
そ
れ
を
日
本
の
「
南
進
」
軍
事
・
対
外
政
策
の
一
部
と
見
な
し
て
き
た
。
政
策

の
提
案
と
実
行
、
決
定
を
め
ぐ
る
討
論
と
派
閥
間
の
闘
争
は
、
日
本
側
の
多
数
の
史
料
に
基
づ
い
て
詳
し
く
検
討
・
概
括
さ
れ
て
い
る（

2
（

。

仏
印
の
植
民
地
化
提
案
を
含
む
経
済
的
側
面
も
研
究
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
日
本
人
学
者
は
、
主
に
日
本
発
の
資
料
を
も
と
に
、
日
本
の
政
策
を

中
心
に
し
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
行
動
に
つ
い
て
は
「
二
次
的
」
と
見
な
し
て
い
る
。

　

一
方
、
当
時
の
国
際
関
係
史
を
注
視
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
研
究
者
の
見
方
は
、
極
端
に
仏
独
・
仏
英
関
係
中
心
、
欧
州
事
情
中
心
に
偏
っ

て
い
る
の
で
、
総
合
的
な
外
交
史
研
究
論
文
の
中
で
は
、
仏
印
問
題
と
日
仏
関
係
の
検
討
は
数
ペ
ー
ジ
・
数
行
だ
け
に
限
ら
れ
る（

4
（

。
一
般

的
に
「
ヴ
ィ
シ
ー
政
権
」
と
呼
ば
れ
る
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
政
策
を
取
り
上
げ
る
総
合
的
な
研
究
論
文
の
中
で
も
、
こ
の
問
題
は
、
ほ
ん
の

些
細
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
過
ぎ
な
い
と
見
ら
れ
て
い
る（

5
（

。
仏
印
研
究
は
、
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
帝
国
の
一
部
と
し
て
、
日
本
の
拡
大
政
策
に
対

抗
す
る
イ
ン
ド
シ
ナ
総
督
府
と
そ
の
機
関
に
よ
る
様
々
な
行
動
を
掘
り
下
げ
て
い
る（

6
（

。
そ
の
著
者
は
主
に
フ
ラ
ン
ス
発
の
資
料
を
利
用
す

る
が
、
フ
ラ
ン
ク
・
ミ
シ
ュ
ラ
ン
博
士
（
現
在
帝
京
大
学
経
済
学
部
国
際
経
済
学
科
教
授
）
の
場
合
は
、
両
国
の
史
料
と
研
究
論
文
の
基
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礎
の
上
に
革
新
的
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
以
外
に
は
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
代
表
的
な
研
究
著
作
は
ほ
と
ん
ど
な

い
。　

　

詳
し
い
研
究
論
文
で
あ
っ
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
側
が
主
に
注
意
す
る
論
点
は
、
日
仏
交
渉
の
発
展
と
決
定
の
過
程
で
あ
る
が
、
本
稿
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
「
政
治
」
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
政
治
家
」
に
フ
ォ
ー
カ
ス
す
る
。
仏
印
進
駐
問
題
を
め
ぐ
る
フ
ラ
ン
ス
側
の
主
役
た
ち
は
全

員
知
識
人
で
あ
り
、
自
身
の
専
門
的
、
総
合
的
知
識
と
分
析
能
力
に
基
づ
い
て
事
態
を
検
討
し
、
様
々
な
方
針
を
提
案
、
決
定
し
て
い
る
。

　

本
稿
の
内
容
は
、
そ
の
主
役
た
ち
―
フ
ラ
ン
ス
国
主
席
兼
首
相
ア
ン
リ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ペ
タ
ン
元
帥
（H

enri-Philippe Pétain; 

一
八
五
六
～
一
九
五
一
年
）、
外
務
大
臣
ポ
ー
ル
・
ボ
ド
ゥ
ア
ン
（Paul Baudouin; 

一
八
九
四
～
一
九
六
四
年
）、
植
民
地
大
臣
で
あ
っ

た
ア
ル
ベ
ー
ル
・
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
議
会
議
員
（A
lbert Rivière; 

一
八
九
一
～
一
九
五
三
年
）、
ア
ン
リ
・
レ
ム
リ
上
院
議
員
（H

enry 

Lém
ery; 

一
八
七
四
～
一
九
七
二
年
）
と
シ
ャ
ル
ル
・
プ
ラ
ト
ン
海
軍
小
将
（Charles Platon;

一
八
八
六
～
一
九
四
四
年
）
の
三
人
、

国
防
大
臣
マ
キ
シ
ム
・
ウ
ェ
イ
ガ
ン
陸
軍
上
級
大
将
（M

axim
e W

eygand; 

一
八
六
七
～
一
九
六
五
年
）、
極
東
艦
隊
指
揮
官
の
ち
イ
ン

ド
シ
ナ
総
督
ジ
ャ
ン
・
ド
ク
ー
海
軍
中
将
（Jean D

ecoux; 

一
八
八
四
～
一
九
六
三
年
）
―
の
個
人
的
な
意
見
と
そ
の
立
場
か
ら
す
る

検
討
・
分
析
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
主
要
な
資
料
は
、
外
交
文
書
や
新
聞
・
雑
誌
の
記
事
よ
り
も
、
む
し
ろ
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
、
ノ
ー

ト
、
日
記
、
回
想
録
で
あ
る
。
自
分
の
行
動
と
政
策
を
弁
解
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
回
想
録
に
つ
い
て
は
、
綿
密
な
学
問
的
チ
ェ
ッ
ク
が

必
要
で
あ
る
が
、「
エ
ゴ
・
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
」
と
し
て
の
価
値
は
高
い
、
と
筆
者
は
考
え
る
。

敗
戦
後
フ
ラ
ン
ス
の
新
し
い
国
際
的
地
位
と
植
民
政
策

　

一
九
四
〇
年
六
月
の
フ
ラ
ン
ス
の
敗
戦
は
世
界
的
に
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
確
か
に
予
想
外
の
敗
戦
は
苦
し
か
っ
た
が
、
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全
面
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
負
け
た
の
は
第
三
共
和
国
政
権
と
陸
軍
だ
け
で
あ
る
。
世
界
的
に
有
名
な
ペ
タ
ン
元
帥
を
首
班
と
す
る

新
内
閣
（
六
月
一
六
日
の
任
命
）
は
、
本
土
の
四
割
と
外
地
・
植
民
地
の
帝
国
、
海
軍
を
統
制
し
続
け
た
。
六
月
二
二
日
に
締
結
さ
れ
た

独
仏
休
戦
協
定
は
、「
フ
ラ
ン
ス
の
終
末
」
で
は
な
く
、
時
代
の
終
わ
り
と
新
時
代
の
始
ま
り
を
意
味
し
た
。
し
か
し
、
六
月
一
八
日
か

ら
、
ロ
ン
ド
ン
に
亡
命
し
た
シ
ャ
ル
ル
・
ド
・
ゴ
ー
ル
（Charles de Gaulle; 

一
八
九
〇
～
一
九
七
〇
年
）
は
、BBC

ラ
ジ
オ
で
、
イ

ギ
リ
ス
と
一
緒
に
対
独
闘
争
を
継
続
し
、
ペ
タ
ン
内
閣
に
抵
抗
す
る
よ
う
呼
び
か
け
た
。

　

休
戦
条
件
に
し
た
が
っ
て
、
パ
リ
を
含
む
フ
ラ
ン
ス
北
部
と
西
部
は
ド
イ
ツ
の
占
領
下
に
置
か
れ
、
政
府
は
、
南
部
の
「
ミ
ネ
ラ
ル
・

ウ
ォ
ー
タ
ー
の
首
都
」
と
呼
ば
れ
た
ヴ
ィ
シ
ー
市
に
移
っ
た
。
七
月
一
〇
日
、
ヴ
ィ
シ
ー
で
開
催
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
国
民
議
会
は
圧
倒
的

多
数
（
出
席
者
の
八
五
％
、
全
議
員
の
六
七
％
）
で
新
憲
法
制
定
ま
で
の
「
憲
法
的
な
」
法
律
を
制
定
し
た
。
そ
の
内
容
は
「
フ
ラ
ン
ス

国
の
新
し
い
憲
法
を
公
布
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
ペ
タ
ン
元
帥
の
権
威
お
よ
び
署
名
の
下
で
成
立
し
た
共
和
国
の
政
府
に
全
て
の
権

限
を
与
え
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た（

7
（

。
国
民
議
会
を
中
心
と
す
る
第
三
共
和
国
体
制
が
終
焉
し
、
そ
の
か
わ
り
強
権
的
政
権
が
設
立
さ

れ
た
。「
国
父
」
と
呼
ば
れ
た
ペ
タ
ン
主
席
は
強
大
な
権
限
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
と
共
に
新
し
い
政
権
の
設
立
を
準
備
し
、
実
現

し
た
ピ
エ
ー
ル
・
ラ
ヴ
ァ
ル
上
院
議
員
（Pierre Laval; 

一
八
八
三
～
一
九
四
五
年
）
は
、
副
首
相
と
し
て
内
閣
の
中
心
メ
ン
バ
ー
と
な

り
、
首
相
の
よ
う
に
日
常
活
動
を
指
導
し
て
い
た
。

　

ド
・
ゴ
ー
ル
派
と
共
産
党
派
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
歴
史
学
で
は
、
ペ
タ
ン
と
そ
の
政
権
は
す
べ
て
「
黒
」
く
描
か
れ
て
い
る
が
、
フ
ラ

ン
ス
の
社
会
と
学
界
に
は
、
よ
り
公
平
で
多
方
面
の
解
釈
も
存
在
す
る
。
ヴ
ィ
シ
ー
政
権
の
本
質
と
そ
の
政
策
の
判
断
・
評
価
は
本
稿
の

テ
ー
マ
で
は
な
い
が
、
深
く
注
意
す
べ
き
は
フ
ラ
ン
ス
の
新
し
い
国
際
的
地
位
で
あ
る
。
休
戦
の
た
め
フ
ラ
ン
ス
は
中
立
国
に
な
っ
て
、

イ
ギ
リ
ス
と
の
国
交
を
断
絶
し
た
が
、
そ
れ
で
も
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
同
盟
国
に
は
な
ら
な
か
っ
た（

8
（

。
政
府
は
海
軍
全
体
を
統
制
し
て
、

植
民
地
帝
国
の
主
権
を
守
っ
た
。
海
軍
総
司
令
官
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ダ
ル
ラ
ン
海
軍
元
帥
（François D

arlan; 

一
八
八
一
～
一
九
四
二
年
）
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は
、
海
軍
大
臣
と
し
て
新
内
閣
の
柱
の
一
人
に
な
っ
た
（
の
ち
副
首
相
兼
外
相
、
陸
海
軍
総
司
令
官
な
ど
歴
任
）。
外
地
・
植
民
地
の
総

督
、
陸
海
軍
指
揮
官
、
在
外
大
使
・
公
使
の
ほ
と
ん
ど
が
、
こ
の
新
政
権
を
フ
ラ
ン
ス
の
合
法
政
府
と
認
め
て
い
た
。
戦
前
に
「
親
日
」

と
評
さ
れ
た
シ
ャ
ル
ル
・
ア
ル
セ
ー
ヌ
＝
ア
ン
リ
（Charles A

rsène-H
enry; 

一
八
八
一
～
一
九
四
三
年
）
駐
日
大
使
（
一
九
三
六
～

一
九
四
三
年
）
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。

　

フ
ラ
ン
ス
の
植
民
政
策
の
基
本
方
針
は
、
植
民
地
帝
国
各
地
に
向
け
た
ペ
タ
ン
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
一
九
四
〇
年
九
月
三
日
）
の
中
に
宣

言
さ
れ
た
。「
フ
ラ
ン
ス
は
敗
戦
し
た
。
…
…
し
か
し
、
千
年
の
努
力
と
犠
牲
に
よ
っ
て
鍛
え
上
げ
ら
れ
た
そ
の
統
一
性
は
不
可
侵
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
疑
念
を
挟
ん
で
は
い
け
な
い
。
…
…
今
日
、
第
一
の
義
務
は
服
従
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
義
務
は
政
府
の
働
き

を
親
身
に
援
助
す
る
こ
と
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
王
冠
の
最
も
素
晴
ら
し
い
宝
石
で
あ
る
帝
国
は
、
母
国
の
呼
び
か
け
に
『
は
い
、
か
し

こ
ま
り
ま
し
た
』
と
答
え
る
は
ず
だ（

9
（

」。
そ
の
「
統
一
政
策
」
の
実
現
は
、
外
務
大
臣
ボ
ド
ゥ
ア
ン
、
植
民
地
大
臣
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
と
レ
ム

リ
、
国
防
大
臣
ウ
ェ
イ
ガ
ン
の
任
務
と
な
っ
た
。

仏
印
に
対
す
る
日
本
の
要
求
と
イ
ン
ド
シ
ナ
総
督
・
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
反
応

　

支
那
事
変
時
に
お
け
る
、
仏
印
に
対
す
る
日
本
の
軍
事
的
、
経
済
的
要
求
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
第
二
次
大
戦
勃
発
後
も
、
フ
ラ
ン

ス
政
府
は
日
本
に
対
し
て
戦
前
の
「
紳
士
的
な
」
政
策
を
続
け
た（

（1
（

。
フ
ラ
ン
ス
は
東
ア
ジ
ア
で
は
戦
闘
し
て
い
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
政

府
が
休
戦
を
求
め
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
は
、
仏
印
で
「
本
当
の
激
変
」
を
引
き
起
こ
す
と
共
に
「
残
さ
れ
た
可
能
性
」（
ド
ク
ー
の
表
現
）

へ
の
反
応
を
誘
発
し
た
。
特
に
軍
人
に
は
「
戦
闘
継
続
」
の
感
じ
が
強
か
っ
た
が
、
ペ
タ
ン
の
休
戦
に
賛
成
し
て
、
ド
・
ゴ
ー
ル
に
よ
る

反
政
府
の
呼
び
か
け
に
賛
同
す
る
声
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た（

（（
（

。
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イ
ン
ド
シ
ナ
総
督
府
の
場
合
は
も
っ
と
複
雑
で
あ
っ
た
。
一
九
三
九
年
八
月
二
三
日
に
任
命
さ
れ
て
同
月
三
〇
日
に
仏
印
の
首
都
ハ
ノ

イ
に
到
着
し
た
新
総
督
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
カ
ト
ル
ー
陸
軍
大
将
（Georges Catroux; 

一
八
七
七
～
一
九
六
九
年
）
は
、
一
八
八
七
年
以
来
、

初
め
て
の
現
役
将
校
だ
っ
た
の
で
、
彼
の
任
命
は
日
本
へ
の
警
告
と
見
ら
れ
た
。
カ
ト
ル
ー
は
、
第
二
次
大
戦
勃
発
後
、
日
本
の
要
求
に

対
し
て
い
わ
ゆ
る
「
理
解
し
て
い
る
素
振
り
」
を
よ
く
見
せ
た
が
、
事
実
上
、
あ
ま
り
協
力
は
し
な
か
っ
た（

（1
（

。

　

日
本
政
府
は
、
相
手
政
府
と
し
て
ペ
タ
ン
内
閣
し
か
承
認
し
な
か
っ
た
が
、
仏
印
に
向
け
た
南
進
の
時
が
来
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
た
。

ペ
タ
ン
首
相
が
ド
イ
ツ
側
に
休
戦
を
求
め
た
後
、
六
月
一
九
日
に
谷
正
之
外
務
次
官
は
ア
ル
セ
ー
ヌ
＝
ア
ン
リ
大
使
を
通
じ
て
フ
ラ
ン
ス

政
府
に
東
ア
ジ
ア
の
現
状
に
関
す
る
最
後
通
牒
を
発
し
た
。
日
仏
関
係
に
新
し
い
時
代
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

日
本
側
の
要
求
は
事
実
上
、
最
後
通
牒
で
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
フ
ラ
ン
ス
の
主
権
を
侵
犯
し
て
い
た
。
ア
ル
セ
ー
ヌ
＝
ア
ン
リ
大
使
は
、

ボ
ル
ド
ー
市
で
休
戦
協
定
を
準
備
し
て
い
た
ボ
ド
ゥ
ア
ン
外
相
と
直
截
に
連
絡
が
取
れ
な
か
っ
た
の
で
、
時
間
を
稼
ぐ
た
め
に
交
渉
を
し

始
め
た
。
同
時
に
、
カ
ト
ル
ー
総
督
は
ハ
ノ
イ
で
、
日
本
軍
出
兵
の
可
能
性
に
つ
い
て
情
報
を
受
け
た
際
、
植
民
地
省
の
許
可
な
し
に
自

発
的
に
仏
印
か
ら
中
国
へ
の
燃
料
の
通
過
を
禁
止
し
て
、
日
本
側
に
一
歩
譲
歩
し
た
。
そ
れ
と
共
に
カ
ト
ル
ー
は
、
英
米
か
ら
の
援
助
を

求
め
た
が
、
そ
の
試
み
は
失
敗
に
終
わ
っ
た（

（1
（

。
そ
の
情
報
が
東
京
に
届
い
た
後
ア
ル
セ
ー
ヌ
＝
ア
ン
リ
大
使
は
、
日
本
側
に
カ
ト
ル
ー
総

督
の
独
断
を
隠
し
立
て
る
た
め
に
、
燃
料
通
過
の
禁
止
は
彼
〔
大
使
〕
の
提
案
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
と
発
言
し
た
。
六
月
二
二
日
、
休
戦

の
締
結
日
に
、
ア
ル
セ
ー
ヌ
＝
ア
ン
リ
は
、
谷
外
務
次
官
と
再
び
会
談
し
た
際
、
日
本
側
の
最
後
通
牒
に
賛
成
し
て
、
在
仏
印
日
本
軍
事

使
節
団
の
問
題
も
解
決
さ
れ
た
。
六
月
二
五
日
に
カ
ト
ル
ー
総
督
は
、
中
国
へ
の
全
て
の
品
物
の
通
過
を
禁
止
し
た
。

　

フ
ラ
ン
ス
政
府
が
初
め
て
仏
印
で
の
新
し
い
事
態
を
知
っ
て
討
議
し
た
の
は
六
月
二
五
日
の
会
議
で
あ
っ
た
。
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
植
民
地

大
臣
は
、
カ
ト
ル
ー
総
督
か
ら
届
い
た
報
告
の
内
容
を
内
閣
に
知
ら
せ
た
。
ボ
ド
ゥ
ア
ン
外
相
は
日
記
に
次
の
よ
う
に
記
録
し
て
い
る
。

　
「
カ
ト
ル
ー
は
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
許
可
な
し
に
ト
ン
キ
ン
州
で
の
我
ら
の
主
権
の
一
部
を
日
本
側
に
渡
し
た
。
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
は
そ
の
行
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為
に
対
し
て
大
変
口
惜
し
が
っ
た
。
我
ら
に
知
ら
せ
た
〔
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
〕
大
臣
と
カ
ト
ル
ー
中
将
の
電
報
交
換
に
よ
っ
て
、
彼
〔
カ
ト

ル
ー
〕
は
決
議
す
る
全
権
を
要
求
し
た
。
そ
し
て
、
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
は
、
た
だ
ち
に
カ
ト
ル
ー
中
将
を
〔
総
督
と
し
て
〕
更
迭
す
る
こ
と

を
提
案
し
た
。
後
任
者
人
事
が
問
題
に
な
っ
た
が
、
ダ
ル
ラ
ン
海
軍
元
帥
は
ド
ク
ー
海
軍
中
将
を
推
薦
し
た
。
彼
〔
ド
ク
ー
〕
が
現
地
に

い
れ
ば
、
確
実
に
服
従
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
、〔
ダ
ル
ラ
ン
〕
海
軍
元
帥
は
述
べ
た
。
内
閣
は
こ
れ
に
賛
同
し
た
。
総
督
の
交
代
は
一

時
的
に
も
日
本
の
要
求
を
抑
制
す
る
と
思
わ
れ
る（

（1
（

」。
ウ
ェ
イ
ガ
ン
国
防
大
臣
の
同
会
議
の
回
想
録
の
内
容
も
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る（

（1
（

。

　

リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
は
、
植
民
地
大
臣
に
適
任
で
な
か
っ
た
、
と
言
え
る
。
彼
は
一
九
二
八
年
か
ら
、
社
会
党
の
議
会
議
員
、
国
民
戦
線
内

閣
の
年
金
大
臣
（
一
九
三
六
～
一
九
三
八
年
）
で
あ
り
、
明
ら
か
に
三
流
の
政
治
家
と
見
ら
れ
て
い
た
。
ペ
タ
ン
は
組
閣
す
る
際
、
社
会

党
に
二
つ
の
ポ
ス
ト
を
提
案
し
た
。
党
の
首
脳
レ
オ
ン
・
ブ
ル
ム
（Léon Blum

; 

一
八
七
二
～
一
九
五
〇
年
）
は
賛
成
し
て
、
党
内
で
政

治
的
に
親
し
か
っ
た
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
を
推
薦
し
た
。
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
は
、
植
民
地
関
係
問
題
に
は
素
人
で
あ
り
、
専
門
家
と
い
う
よ
り
、

社
会
党
の
齣
の
一
つ
と
し
て
入
閣
し
た
の
で
あ
る
。
ペ
タ
ン
内
閣
組
閣
時
に
は
植
民
地
大
臣
と
い
う
ポ
ス
ト
は
そ
れ
ほ
ど
大
事
な
地
位
と

は
見
ら
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
仏
印
に
対
す
る
日
本
の
要
求
は
、
緊
急
を
要
す
る
問
題
に
な
っ
て
お
り
、
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
は
明

ら
か
に
そ
れ
を
解
決
で
き
な
か
っ
た
。
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
は
回
想
録
を
書
い
て
お
ら
ず
、
日
記
も
未
公
刊
な
の
で
、
当
時
の
彼
が
ど
れ
ほ
ど

思
慮
深
か
っ
た
の
か
は
定
か
で
な
い
。

　

新
総
督
に
任
命
さ
れ
た
ド
ク
ー
は
、
一
九
三
九
年
一
月
に
極
東
艦
隊
指
揮
官
に
任
命
さ
れ
た
後
、
五
月
上
旬
に
サ
イ
ゴ
ン
に
到
着
し
て
、

同
時
に
駐
中
国
フ
ラ
ン
ス
派
遣
軍
の
最
高
指
揮
官
に
な
っ
た
。
第
二
次
大
戦
中
ド
ク
ー
は
、
日
本
の
政
策
と
行
動
に
対
し
て
不
審
と
憂
慮

を
感
じ
て
、
現
地
の
イ
ギ
リ
ス
海
軍
と
の
協
力
を
試
み
た
。
敗
戦
後
ド
ク
ー
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
協
力
し
て
戦
い
を
続
け
る
こ
と
を
訴
え
た

が
、
ダ
ル
ラ
ン
か
ら
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
る
と
の
説
明
が
届
い
た
後
、
政
府
の
命
令
に
服
従
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
外
地
・

植
民
地
と
そ
の
陸
海
軍
を
自
ら
統
制
す
る
意
向
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ド
ク
ー
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
旗U

nion Jack

の
下
に
奉



― 44 ―

フランス知識人が見た日本の大陸・植民地政策（六）

仕
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
の
で
、
仏
英
軍
事
交
渉
（
サ
イ
ゴ
ン
、
六
月
二
八
～
三
〇
日
）
は
決
裂
し
た（

（1
（

。

　

六
月
二
七
日
に
ダ
ル
ラ
ン
は
ド
ク
ー
を
新
た
に
任
命
す
る
む
ね
電
報
で
知
ら
せ
た
。
六
月
三
〇
日
に
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
植
民
地
大
臣
は
、

ド
ク
ー
に
正
式
な
任
命
書
を
送
っ
て
、
カ
ト
ル
ー
に
は
た
だ
ち
に
移
管
し
て
帰
国
す
る
よ
う
命
令
し
た
が
、
個
人
的
に
休
戦
に
反
対
し
て

い
た
カ
ト
ル
ー
は
、
大
臣
の
命
令
を
無
視
し
て
、
六
月
二
九
日
に
ハ
ノ
イ
に
到
着
し
た
日
本
軍
事
使
節
団
と
の
交
渉
を
自
分
で
始
め
た
の

で
あ
る（

（1
（

。

　

フ
ラ
ン
ス
政
府
が
そ
の
次
に
仏
印
問
題
と
対
日
関
係
を
議
論
し
た
の
は
七
月
四
日
の
会
議
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
植
民

地
大
臣
は
内
閣
に
カ
ト
ル
ー
の
独
断
と
日
本
軍
事
使
節
団
と
の
交
渉
の
幕
開
け
を
報
告
し
た
。
ボ
ド
ゥ
ア
ン
は
自
分
の
意
見
を
次
の
よ
う

に
記
録
し
て
い
る
。「
日
本
の
立
場
を
憂
慮
し
て
い
る
、
と
私
は
内
閣
に
述
べ
た
。〔
駐
仏
〕
沢
田
〔
廉
三
（
一
八
八
八
～
一
九
七
〇
年
）

日
本
〕
大
使
に
、
そ
の
内
閣
の
要
求
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
た
。
日
本
政
府
は
、
イ
ン
ド
シ
ナ
総
督
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
と
交
渉

を
す
る
は
ず
だ
。
沢
田
は
そ
の
発
言
を
東
京
に
伝
え
る
は
ず
だ（

（1
（

」。
ペ
タ
ン
と
ウ
ェ
イ
ガ
ン
を
は
じ
め
内
閣
は
同
意
し
た（

（1
（

。

　

カ
ト
ル
ー
は
、
全
権
な
し
に
六
月
三
〇
日
か
ら
日
本
軍
事
使
節
団
と
交
渉
し
て
、
七
月
四
日
に
日
本
側
に
対
し
て
、
反
蒋
介
石
政
権
と

の
防
衛
同
盟
の
締
結
を
提
案
し
た
。
そ
の
条
件
は
、
日
本
政
府
が
仏
印
領
土
の
保
全
を
公
式
に
保
障
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
総
督

は
、
七
月
七
日
、
中
国
と
の
国
境
を
通
過
す
る
こ
と
を
一
カ
月
停
止
し
、
七
月
九
日
に
は
日
本
軍
の
仏
印
駐
留
を
拒
否
し
た
が
、
そ
の
糧

食
補
給
を
許
し
た
。
カ
ト
ル
ー
は
政
府
と
直
接
連
絡
す
る
こ
と
な
く
、
自
分
の
行
動
を
一
方
的
に
ア
ル
セ
ー
ヌ
＝
ア
ン
リ
に
知
ら
せ
、
憂

慮
す
る
大
使
は
そ
れ
を
外
務
省
に
報
告
し
た（

11
（

。

　

七
月
一
四
日
、
ボ
ド
ゥ
ア
ン
は
ペ
タ
ン
に
そ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
次
の
よ
う
に
報
告
し
た
。「
元
帥
は
イ
ン
ド
シ
ナ
に
お
け
る
我
ら
の
政
策
、

中
国
と
日
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
多
く
の
質
問
を
受
け
た
。
私
は
、
フ
ラ
ン
ス
は
日
本
と
、
防
衛
同
盟
を
含
む
同
盟
を
締
結
し
て
は
な
ら

な
い
と
述
べ
た
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
同
盟
は
我
ら
を
す
ぐ
に
も
中
国
で
の
戦
争
に
巻
き
込
む
か
ら
だ
。
元
帥
は
私
の
意
見
に
完
全
に
賛
成
し
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た
。
イ
ン
ド
シ
ナ
に
お
け
る
我
ら
の
軍
隊
は
人
数
が
減
ら
さ
れ
た
の
で
、
我
ら
の
立
場
は
特
に
弱
く
な
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
支
援
は

期
待
し
て
い
な
い
、
と
私
は
元
帥
に
包
み
隠
さ
ず
述
べ
た
」。
外
相
は
こ
の
記
録
で
カ
ト
ル
ー
の
行
動
を
判
断
し
た
。「
我
ら
の
弱
さ
に
よ
っ

て
カ
ト
ル
ー
中
将
の
行
動
を
説
明
で
き
る
。
日
本
の
要
求
に
鋭
い
拒
否
で
答
え
な
か
っ
た
彼
〔
カ
ト
ル
ー
〕
は
多
分
正
し
か
っ
た
。
し
か

し
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
全
権
代
表
と
し
て
行
動
し
て
い
る
彼
〔
カ
ト
ル
ー
〕
は
全
く
正
し
く
な
か
っ
た（

1（
（

」。
カ
ト
ル
ー
の
そ
の
後
の
行
動
を

非
難
し
た
ウ
ェ
イ
ガ
ン
の
判
断
は
、
ボ
ド
ゥ
ア
ン
に
近
か
っ
た（

11
（

。
ド
ク
ー
も
当
時
の
仏
印
防
衛
力
の
不
足
を
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る（

11
（

。

譲
歩
か
抵
抗
か
？
ボ
ド
ゥ
ア
ン
と
レ
ム
リ

　

ペ
タ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
国
主
席
に
な
っ
た
直
後
、
改
め
て
組
閣
を
行
っ
た
際
、
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
を
解
任
し
て
、
植
民
地
大
臣
に
レ
ム
リ
を

任
命
し
た
。
仏
印
進
駐
を
め
ぐ
る
出
来
事
に
つ
い
て
、
こ
の
忘
れ
ら
れ
た
政
治
家
の
役
割
は
重
要
だ
っ
た
。
そ
の
生
涯
と
行
動
を
見
て
み

よ
う
。　

　

当
時
六
五
歳
の
ア
ン
リ
・
レ
ム
リ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
海
外
県
マ
ル
テ
ィ
ニ
ー
ク
に
生
ま
れ
た
ム
ラ
ー
ト
で
あ
っ
た
。
パ
リ
で
高
等
学
校
、

大
学
法
学
部
を
卒
業
し
て
、
弁
護
士
に
な
り
九
〇
歳
ま
で
開
業
し
て
い
た
。
レ
ム
リ
は
、
一
九
〇
〇
年
代
初
期
か
ら
社
会
党
の
選
出
者
と

し
て
政
界
に
入
り
、
二
回
落
選
し
た
後
、
一
九
一
四
年
一
月
に
議
会
議
員
に
選
ば
れ
て
、
国
民
議
会
で
マ
ル
テ
ィ
ニ
ー
ク
を
代
表
し
た
。

第
一
次
世
界
大
戦
中
レ
ム
リ
は
、
義
勇
兵
と
し
て
参
戦
し
て
、
シ
ャ
ン
パ
ン
、
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
と
ソ
ン
マ
で
戦
い
、
士
官
に
昇
進
し
て
レ
ジ

オ
ン
ド
ネ
ー
ル
勲
爵
士
に
な
っ
た
。
そ
の
後
政
界
に
戻
っ
た
レ
ム
リ
は
、「
勝
利
の
内
閣
」
と
呼
ば
れ
た
第
二
次
ジ
ョ
ー
ジ
・
ク
レ
マ
ン

ソ
ー
内
閣
の
商
船
国
務
次
官
補
（
一
九
一
七
年
一
一
月
～
一
九
一
八
年
一
一
月
）
を
勤
め
、
一
九
二
〇
年
一
月
か
ら
マ
ル
テ
ィ
ニ
ー
ク
選

出
の
上
院
議
員
と
な
っ
た
。
内
閣
で
の
キ
ャ
リ
ア
は
短
か
か
っ
た
（
法
務
大
臣
、
第
二
次
ガ
ス
ト
ン
・
ド
ゥ
メ
ル
グ
内
閣
、
一
九
三
四
年
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一
〇
月
～
一
一
月
）
が
、
レ
ム
リ
は
上
院
で
、
国
際
政
治
、
植
民
政
策
の
問
題
に
つ
い
て
影
響
力
の
あ
る
演
説
を
多
数
残
し
て
い
る
。

　

新
植
民
地
大
臣
へ
の
任
命
は
、
ペ
タ
ン
の
個
人
的
な
選
択
で
あ
っ
た
。
ペ
タ
ン
と
レ
ム
リ
は
、
一
九
一
六
年
に
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
の
戦
い
の

中
で
知
り
合
っ
て
、
一
九
三
四
年
に
一
緒
に
ド
ゥ
メ
ル
グ
内
閣
の
下
で
働
い
た
。
レ
ム
リ
は
、
基
本
的
に
政
治
家
を
嫌
う
「〔
ペ
タ
ン
〕
元

帥
が
信
用
し
た
唯
一
の
議
員
」
だ
っ
た
、
と
言
わ
れ
て
い
る（

11
（

。
一
九
三
〇
年
代
後
半
、
レ
ム
リ
は
、
ペ
タ
ン
の
国
際
政
治
・
法
律
問
題
の

非
公
式
な
顧
問
に
な
り
、
あ
ま
り
人
を
信
用
し
な
い
元
帥
に
も
っ
と
も
親
し
い
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た（

11
（

。
知
識
人
と
し
て
の
レ
ム
リ
は
、

国
際
政
治
・
法
律
・
植
民
政
策
問
題
の
詳
し
い
評
論
、
分
析
ば
か
り
で
な
く
、
マ
ル
テ
ィ
ニ
ー
ク
史
の
研
究
論
文
も
執
筆
し
て
い
る
。
青

年
時
代
か
ら
「
左
派
」
で
知
ら
れ
て
い
た
レ
ム
リ
は
、
一
九
三
〇
年
代
後
半
に
保
守
派
、「
右
派
」
に
近
付
い
て
、
ス
ペ
イ
ン
の
フ
ラ
ン
コ

政
権
と
白
系
ロ
シ
ア
人
の
反
共
産
主
義
の
戦
い
を
支
持
し
た
。
ド
イ
ツ
に
対
し
て
は
、
い
つ
も
ゆ
る
ぎ
の
な
い
「
反
独
」
で
あ
っ
た（

11
（

。

　

ペ
タ
ン
の
再
組
閣
に
は
、
長
期
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
政
府
を
立
ち
上
げ
る
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
。
新
植
民
地
大
臣
の
レ
ム
リ
は
、

経
験
豊
か
な
政
治
家
、
国
際
政
治
・
植
民
政
策
問
題
の
専
門
家
、
知
識
人
、
ペ
タ
ン
と
個
人
的
に
親
し
い
戦
友
、
フ
ラ
ン
ス
の
愛
国
者
、

ド
イ
ツ
の
敵
で
あ
っ
た
。
戦
前
か
ら
彼
は
「
反
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
・
マ
ニ
ア
」
と
呼
ば
れ
て
い
た（

11
（

。
ナ
チ
ス
側
は
「
反
独
ム
ラ
ー
ト
大
臣
」
の

任
務
に
反
対
し
て
発
言
し
た
が
、
ペ
タ
ン
は
そ
の
隠
喩
を
無
視
し
て
、「〔
植
民
地
を
〕
統
治
す
る
時
代
が
来
た
！
」
と
レ
ム
リ
に
語
っ
た（

11
（

。

レ
ム
リ
は
、
ペ
タ
ン
の
政
策
と
命
令
に
絶
対
服
従
で
、「
現
在
の
危
機
は
ロ
ン
ド
ン
放
送
と
ド
・
ゴ
ー
ル
の
反
乱
的
呼
び
掛
け
だ
」
と
た
だ

ち
に
宣
言
し
た
。「
私
の
命
令
の
実
行
に
浮
足
立
つ
各
位
は
、
容
赦
な
く
召
還
さ
れ
る
」
と
大
臣
は
全
て
の
総
督
に
知
ら
せ
た（

11
（

。

　

リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
と
違
っ
て
レ
ム
リ
の
立
場
は
は
っ
き
り
し
て
い
て
、
日
本
の
要
求
に
対
し
て
は
抵
抗
の
立
場
で
あ
っ
た
。
陸
軍
の
首
脳

と
見
ら
れ
た
ウ
ェ
イ
ガ
ン
国
防
大
臣
は
そ
の
方
針
を
支
持
し
た
。
で
は
な
ぜ
ボ
ド
ゥ
ア
ン
外
相
は
対
日
譲
歩
の
政
策
を
提
案
し
た
の
か
。

　

当
時
四
五
歳
の
ポ
ー
ル
・
ボ
ド
ゥ
ア
ン
は
、
政
治
家
で
は
な
く
、
大
手
銀
行
の
エ
ク
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
だ
っ
た
の
で
、
政
界
に
は
軽
蔑
を
感

じ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
の
経
験
者
、
エ
コ
ー
ル
・
ポ
リ
テ
ク
ニ
ー
ク
（
理
工
科
学
校
）
の
卒
業
生
、
経
営
・
知
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識
エ
リ
ー
ト
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
ボ
ド
ゥ
ア
ン
は
、
一
九
三
〇
年
か
ら
イ
ン
ド
シ
ナ
銀
行
（la Banque d’Indochine

）
の
理
事
、
常
務

理
事
兼
極
東
金
融
連
盟
（l’U

nion financière d’Extrêm
e-O

rient

）
会
長
と
し
て
地
域
の
諸
問
題
に
詳
し
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
利
益

を
経
済
的
な
立
場
か
ら
見
た
ボ
ド
ゥ
ア
ン
は
、
ど
の
意
味
で
も
「
親
日
」
で
は
な
か
っ
た
が
、
日
本
の
軍
事
・
政
治
力
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス

の
脆
さ
を
理
解
し
て
い
た
。
財
界
と
親
し
か
っ
た
ポ
ー
ル
・
レ
ノ
ー
首
相
（Paul Reynaud;

一
八
七
八
～
一
九
六
六
年
）
の
招
請
に
よ
っ

て
ボ
ド
ゥ
ア
ン
は
、
そ
の
内
閣
で
総
理
大
臣
の
国
務
次
官
補
、
の
ち
に
外
務
次
官
補
に
な
っ
た
。
ボ
ド
ゥ
ア
ン
は
、
効
率
的
な
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
で
あ
り
、
休
戦
の
政
策
を
支
持
し
た
の
で
、
ペ
タ
ン
は
彼
を
外
相
に
任
命
し
た
。
対
外
政
策
の
戦
略
的
方
針
を
自
分
で
決
め
た
い

ペ
タ
ン
は
、
日
常
の
戦
術
的
な
作
業
の
た
め
に
勤
勉
な
「
外
務
事
務
局
長
」
を
探
し
て
い
た
の
で
、
ボ
ド
ゥ
ア
ン
を
最
適
任
者
だ
と
考
え

た
の
で
あ
る（

11
（

。

　

ボ
ド
ゥ
ア
ン
も
レ
ム
リ
も
、
カ
ト
ル
ー
の
不
服
従
の
姿
勢
と
ハ
ノ
イ
に
お
け
る
彼
の
対
日
交
渉
に
憤
慨
し
た
。
七
月
一
五
日
に
沢
田
大

使
は
、
ボ
ド
ゥ
ア
ン
と
会
談
し
た
際
、
交
渉
の
内
容
は
よ
く
知
ら
な
い
が
、「
日
仏
問
題
を
討
議
す
る
場
所
は
ハ
ノ
イ
で
は
な
く
ヴ
ィ
シ
ー

だ
」
と
発
言
し
た
。
ボ
ド
ゥ
ア
ン
は
、
二
国
間
関
係
を
概
説
し
て
、「
イ
ン
ド
シ
ナ
が
日
本
の
経
済
体
制
に
入
る
の
で
は
話
に
な
ら
な
い
」

が
、
経
済
的
協
力
の
可
能
性
は
あ
り
、
政
治
・
軍
事
的
同
盟
は
不
可
能
だ
が
、「
イ
ン
ド
シ
ナ
に
お
け
る
仏
日
関
係
を
決
定
す
る
協
定
に
至

る
可
能
性
が
あ
る
」
と
大
使
に
説
明
し
た（

1（
（

。　

　

七
月
一
七
日
に
、
ペ
タ
ン
、
ボ
ド
ゥ
ア
ン
と
レ
ム
リ
は
再
び
仏
印
の
事
態
と
カ
ト
ル
ー
の
不
服
従
に
つ
い
て
討
議
し
た
。
レ
ム
リ
は
カ

ト
ル
ー
に
帰
国
を
厳
命
し
た
が
、
こ
の
更
迭
さ
れ
た
総
督
が
ま
っ
さ
き
に
自
分
の
次
の
役
職
に
つ
い
て
聞
い
て
き
た
の
で
、
レ
ム
リ
も
ウ
ェ

イ
ガ
ン
国
防
大
臣
も
憤
激
し
た（

11
（

。「
日
本
人
は
カ
ト
ル
ー
か
ら
も
ら
っ
た
優
遇
措
置
を
何
一
つ
放
棄
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
私
は
確
信
し
て

い
る
。
彼
ら
〔
日
本
人
〕
は
ハ
ノ
イ
〔
総
督
〕
か
ら
全
部
絞
り
取
っ
た
後
で
ヴ
ィ
シ
ー
〔
内
閣
〕
に
向
か
う
」
と
外
相
は
記
録
し
た（

11
（

。
ボ

ド
ゥ
ア
ン
の
理
解
は
正
し
か
っ
た
。
日
本
外
務
省
は
普
通
に
外
交
官
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
通
し
て
交
渉
す
る
方
針
を
選
ん
で
い
た
が
、
軍
部
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の
方
は
、
現
地
で
「
全
部
絞
り
取
る
」
つ
も
り
で
あ
っ
た（

11
（

。

　

多
数
の
障
碍
を
克
服
し
て（

11
（

ド
ク
ー
は
、
七
月
―
九
日
ハ
ノ
イ
に
到
着
し
、
総
督
府
で
カ
ト
ル
ー
と
二
人
で
会
談
し
て
、
こ
の
前
任
者
の

説
明
と
弁
明
を
聞
い
た
。
新
総
督
は
「
敗
戦
し
た
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ほ
と
ん
ど
切
り
離
さ
れ
、
日
本
人
に
追
及
さ
れ
て
い
た
イ
ン
ド
シ
ナ
」

を
管
理
し
始
め
た（

11
（

。
七
月
二
三
日
に
レ
ム
リ
は
、
フ
ラ
ン
ス
内
閣
に
イ
ン
ド
シ
ナ
総
督
全
権
の
公
式
な
移
管
と
対
日
交
渉
の
継
続
を
報
告

し
た（

11
（

。
カ
ト
ル
ー
は
、
ハ
ノ
イ
か
ら
無
事
に
出
発
し
た
が
、
帰
国
せ
ず
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
到
着
し
て
、
ド
・
ゴ
ー
ル
の
「
自
由
フ
ラ
ン

ス
」
へ
の
加
入
を
宣
言
し
た
。
ヴ
ィ
シ
ー
は
そ
れ
を
反
逆
罪
と
見
た（

11
（

。

　

レ
ム
リ
植
民
地
大
臣
は
、
最
初
の
ド
ク
ー
総
督
宛
電
報
に
「
現
在
存
在
し
て
い
て
将
来
に
問
題
化
す
る
可
能
の
あ
る
問
題
の
講
和
的
解

決
」
の
方
針
を
示
し
た（

11
（

が
、
日
本
側
の
弾
圧
が
強
く
な
っ
た
。
ド
ク
ー
は
、
ど
ん
な
個
人
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ブ
も
設
定
せ
ず
、
政
府
の
命
令

に
絶
対
服
従
す
る
、
と
日
本
側
に
知
ら
せ
た（

11
（

。
そ
れ
と
共
に
総
督
は
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
交
渉
に
つ
い
て
報
告
し
た
際
、
中
国
と
の
国
境

を
部
分
的
に
開
放
す
る
が
、
日
本
側
の
統
制
に
限
度
を
定
め
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
七
月
二
七
日
に
内
閣
は
そ
の
提
案
を
承
諾
し
た
。「
日

本
人
は
カ
ト
ル
ー
か
ら
も
ら
っ
た
優
遇
措
置
を
何
一
つ
放
棄
し
な
い
」
と
繰
り
返
し
た
ボ
ド
ゥ
ア
ン
は
「
慎
重
な
行
動
」
を
勧
め
た（

1（
（

。
ド
・

ゴ
ー
ル
の
協
力
者
に
な
っ
た
カ
ト
ル
ー
の
政
策
を
是
認
す
る
著
書
は
多
い（

11
（

。
し
か
し
、
対
日
譲
歩
の
政
策
は
カ
ト
ル
ー
が
自
分
の
イ
ニ
シ

ア
テ
ブ
で
始
め
た
も
の
で
、「
ヴ
ィ
シ
ー
政
権
の
人
」
で
あ
る
ド
ク
ー
の
態
度
は
初
め
か
ら
カ
ト
ル
ー
よ
り
強
硬
で
あ
っ
た（

11
（

。

松
岡
・
ア
ル
セ
ー
ヌ
＝
ア
ン
リ
交
渉
と
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
反
応

　

七
月
二
二
日
に
親
任
さ
れ
た
第
二
次
近
衛
文
麿
内
閣
は
、「
南
進
」
政
策
の
積
極
的
な
実
行
か
ら
着
手
し
た
。
新
外
相
の
松
岡
洋
介
は
、

就
任
直
後
、
間
も
な
く
自
身
で
フ
ラ
ン
ス
と
交
渉
す
る
意
向
を
ア
ル
セ
ー
ヌ
＝
ア
ン
リ
大
使
に
知
ら
せ
た
。
八
月
一
日
の
松
岡
発
ア
ル
セ
ー



― 49 ―

フランス知識人が見た日本の大陸・植民地政策（六）

ヌ
＝
ア
ン
リ
宛
覚
書
、
実
質
的
に
は
最
後
通
牒
の
提
出
か
ら
始
ま
っ
た
日
仏
交
渉
は
、
主
に
日
本
側
の
史
料
か
ら
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

一
九
四
三
年
に
東
京
で
死
亡
し
た
ア
ル
セ
ー
ヌ
＝
ア
ン
リ
に
は
日
記
も
回
想
録
も
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
ニ
ュ
ー

ス
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
反
応
の
背
景
か
ら
見
て
み
よ
う
。

　

大
使
の
東
京
発
報
告
を
読
ん
で
ボ
ド
ゥ
ア
ン
は
以
下
の
よ
う
に
記
録
し
た
。「
残
念
な
が
ら
、
私
の
全
て
の
憂
慮
は
正
し
か
っ
た
。
そ
れ

は
、
我
ら
の
敗
戦
と
カ
ト
ル
ー
の
譲
歩
の
結
果
で
あ
る
。
我
ら
が
最
後
通
牒
を
受
け
入
れ
れ
ば
、
イ
ン
ド
シ
ナ
は
失
わ
れ
て
し
ま
う（

11
（

」。
八

月
三
日
、
内
閣
は
日
本
の
新
し
い
要
求
を
検
討
し
た
際
、
最
後
通
牒
を
拒
否
し
て
、
軍
事
的
侵
入
が
あ
っ
た
場
合
に
は
抵
抗
す
る
よ
う
ド

ク
ー
総
督
に
指
令
し
た
。
ペ
タ
ン
、
ウ
ェ
イ
ガ
ン
、
レ
ム
リ
は
、
日
本
を
、
大
嫌
い
な
ド
イ
ツ
の
同
盟
国
と
見
な
し
て
、
態
度
は
最
も
決

然
と
し
て
い
た
。
レ
ム
リ
の
回
想
録
に
よ
れ
ば
「
自
分
の
視
点
は
分
か
り
や
す
か
っ
た
。
一
方
、〔
日
本
と
の
〕
断
絶
を
防
ぐ
た
め
の
政
策

は
ボ
ド
ゥ
ア
ン
に
許
す
が
、
他
方
、
ど
ん
な
脅
威
と
圧
力
に
も
屈
す
る
こ
と
な
く
、
日
本
軍
が
我
が
領
土
を
侵
害
す
れ
ば
軍
事
力
で
対
抗

す
る（

11
（

」。
外
相
は
次
の
よ
う
に
妥
協
を
提
案
し
た
。「
フ
ラ
ン
ス
は
、
形
式
上
、
許
容
で
き
な
い
最
後
通
牒
を
拒
否
す
る
が
、
日
本
と
の
交

渉
は
続
け
、
仏
印
主
権
の
公
式
な
保
障
が
得
ら
れ
た
ら
譲
歩
で
き
る
」。
内
閣
は
外
相
の
議
論
に
賛
成
し
た
。
ボ
ド
ゥ
ア
ン
は
、
大
戦
の
軍

人
で
あ
っ
た
ペ
タ
ン
、
ウ
ェ
イ
ガ
ン
、
レ
ム
リ
と
違
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
威
よ
り
、
日
本
の
弾
圧
の
事
態
か
ら
自
国
の
政
治
的
、
経
済

的
利
益
を
守
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
同
日
外
相
は
、
沢
田
大
使
に
政
府
の
立
場
を
直
接
説
明
す
る
際
、「
友
好
関
係
の
外
見
を
保
つ
こ
と

は
両
国
に
有
益
だ
」
と
発
言
し
た（

11
（

。
日
本
で
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
影
響
に
反
対
し
た
沢
田
大
使
は
、
相
手
の
フ
ラ
ン
ス
人
の
隠
喩
を
正
し

く
理
解
し
た
ら
し
い
。　

　

英
米
側
か
ら
の
援
助
が
な
く
、
国
民
党
政
権
か
ら
脅
威
の
あ
る
事
態
に
直
面
し
て
、
ボ
ド
ゥ
ア
ン
が
提
案
し
た
妥
協
策
は
、
時
間
を
稼

ぐ
試
み
で
あ
っ
た（

11
（

。
日
本
側
の
新
し
い
要
求
が
「
最
後
通
牒
」
と
言
わ
ず
に
届
い
た
後
、
外
相
は
八
月
一
二
日
に
次
の
よ
う
に
事
態
を
総

括
し
た
。「
肯
定
的
な
返
事
は
い
け
な
い
。
そ
れ
は
我
ら
の
完
全
な
脆
さ
の
告
白
に
な
り
、
イ
ン
ド
シ
ナ
、
ま
た
他
の
植
民
地
で
の
反
乱
を
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誘
発
す
る
。
…
…
完
全
に
拒
否
す
る
こ
と
な
く
合
意
の
基
礎
を
さ
が
せ
る
は
ず
だ
」。
外
相
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
同
日
の
閣
議
に
「
ウ
ェ
イ

ガ
ン
は
、
日
本
の
肉
薄
政
策
に
服
従
す
る
よ
り
は
、
反
対
し
て
戦
う
方
が
よ
い
、
と
発
言
し
た
。
マ
ル
ケ
ー
〔
内
務
大
臣
ア
ル
ベ
ー
ル
・

マ
ル
ケ
ー
（A

drien M
arquet；

一
八
八
四
～
一
九
五
五
年
）〕
は
、
そ
の
肩
を
も
っ
て
、
我
ら
を
助
け
る
中
国
軍
の
軍
事
力
に
つ
い
て

念
を
押
し
た
。
私
〔
ボ
ド
ゥ
ア
ン
〕
は
、
中
国
の
、
我
ら
を
早
急
か
つ
効
果
的
に
助
け
る
能
力
に
対
し
て
私
に
は
幻
想
が
な
い
、
と
答
え

た
。
…
…
イ
ン
ド
シ
ナ
を
救
う
の
は
、
日
本
と
の
合
意
だ
け
で
可
能
だ
。
残
念
な
が
ら
、
事
態
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
我
ら
が
拒
否
で

答
え
た
ら
、
日
本
は
寄
る
べ
の
な
い
イ
ン
ド
シ
ナ
に
侵
入
す
る
。
そ
れ
は
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
喪
失
に
な
る
。
日
本
と
の
交
渉
を
続
け
た
ら
、

植
民
地
の
完
全
な
喪
失
と
い
う
最
悪
の
結
果
を
避
け
て
未
来
の
た
め
に
〔
イ
ン
ド
シ
ナ
を
統
治
す
る
〕
可
能
性
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る（

11
（

」。

　

日
本
側
に
知
ら
せ
る
回
答
案
の
準
備
は
、
軍
人
も
参
加
す
る
会
談
が
一
回
必
要
に
な
っ
た
。
ボ
ド
ゥ
ア
ン
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
同
日
夜

に
植
民
地
省
の
会
議
室
で
「
雷
雲
が
生
じ
た
」。
軍
人
は
「
植
民
地
大
臣
は
、
日
本
の
侵
略
に
反
対
す
る
戦
い
を
支
持
す
べ
き
で
あ
る
。
少

し
で
も
譲
歩
す
れ
ば
、
イ
ン
ド
シ
ナ
と
他
の
植
民
地
に
悲
惨
な
影
響
を
も
た
ら
す
、
と
発
言
し
た（

11
（

」。
レ
ム
リ
自
身
も
次
の
よ
う
に
回
想
す

る
。「
自
分
は
熱
烈
に
話
し
た
。
戦
わ
な
い
よ
り
戦
っ
て
負
け
る
ほ
う
が
よ
い
、
と
確
言
し
た
。〔
イ
ン
ド
シ
ナ
で
〕
戦
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス

は
降
伏
し
な
い
、
と
帝
国
全
体
に
知
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」。
レ
ム
リ
は
、
ボ
ド
ゥ
ア
ン
を
「
裏
切
り
者
」
と
明
言
す
る
こ
と
を
せ
ず
、

彼
を
政
治
家
で
は
な
く
「
財
界
の
人
」
と
評
し
た
。
外
相
は
「
本
業
の
た
め
に
、
イ
ン
ド
シ
ナ
と
我
ら
の
外
地
・
植
民
地
全
体
に
対
し
て

日
本
の
脅
威
に
屈
す
る
結
果
と
な
る
こ
と
を
心
配
し
な
か
っ
た
」
と
、
レ
ム
リ
は
確
信
し
た（

11
（

。
軍
人
は
仏
印
の
防
衛
力
は
十
分
だ
と
確
約

し
た
が
、
ボ
ド
ゥ
ア
ン
は
そ
の
判
断
に
具
体
的
に
納
得
の
行
く
や
り
か
た
で
反
対
し
た
。
軍
人
の
長
老
ウ
ェ
イ
ガ
ン
は
、
先
に
日
本
の
要

求
を
拒
否
す
る
こ
と
を
支
持
し
た
が
、
後
に
外
相
の
有
力
な
論
拠
に
譲
っ
た（

1（
（

。
当
時
ヴ
ィ
シ
ー
で
よ
く
利
用
さ
れ
た
発
言
「
救
え
る
こ
と

を
救
う
」
も
ボ
ド
ゥ
ア
ン
の
記
録
に
残
っ
て
い
る（

11
（

。

　

外
相
の
回
答
案
に
従
っ
て
フ
ラ
ン
ス
は
、
日
本
の
要
求
を
拒
否
し
た
上
で
、
日
本
陸
軍
に
ト
ン
キ
ン
州
を
通
り
抜
け
る
こ
と
を
許
し
、
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そ
の
補
給
に
同
意
し
て
、
両
国
関
係
を
規
定
す
る
条
約
に
関
す
る
交
渉
を
始
め
る
、
と
提
案
し
た
。
翌
日
、
レ
ム
リ
は
そ
の
提
案
を
読
ん

で
思
い
が
け
ず
賛
成
し
た
。
こ
れ
は
最
終
的
な
決
心
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
方
向
へ
進
む
大
事
な
一
歩
だ
っ
た
、
と
結
論
で
き
る（

11
（

。

東
京
で
松
岡
は
ア
ル
セ
ー
ヌ
＝
ア
ン
リ
に
圧
力
を
か
け
続
け
た
。
八
月
一
六
日
、
ボ
ド
ゥ
ア
ン
は
そ
の
情
報
を
政
府
に
報
告
し
て
、「
日
本

と
の
講
和
を
選
ぶ
」
こ
と
を
は
っ
き
り
求
め
た
。
こ
の
時
は
ペ
タ
ン
、
ウ
ェ
イ
ガ
ン
を
含
む
内
閣
が
賛
成
し
、
レ
ム
リ
も
大
多
数
の
意
見

に
従
っ
た（

11
（

。
仏
印
に
お
け
る
日
本
軍
の
駐
留
は
東
ア
ジ
ア
の
パ
ワ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
を
変
更
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
ボ
ド
ゥ
ア
ン
は
政
府

の
決
定
を
米
国
代
理
大
使
ロ
バ
ー
ト
・
マ
ー
フ
ィ
ー
（Robert M

urphy;

一
八
九
四
～
一
九
七
八
年
）
と
中
国
大
使
顧
維
鈞
（
一
八
八
八

～
一
九
八
五
年；

西
洋
で
「W

ellington K
oo

」）
に
説
明
し
た
。
マ
ー
フ
ィ
ー
は
、
日
仏
問
題
の
講
和
的
決
定
に
対
し
て
ほ
っ
と
胸
を
撫

で
お
ろ
し
た（

11
（

。

　

東
京
で
は
交
渉
が
続
け
ら
れ
て
い
た
。
ア
ル
セ
ー
ヌ
＝
ア
ン
リ
は
綿
密
に
各
条
目
を
検
討
し
た
が
、
松
岡
の
圧
力
の
た
め
譲
歩
を
勧
め

た（
11
（

。
ド
ク
ー
も
レ
ム
リ
も
要
求
の
拒
否
、
軍
事
的
抵
抗
の
政
策
を
進
め
た
。「
ボ
ド
ゥ
ア
ン
と
私
の
間
の
意
見
の
完
全
な
相
違
は
機
密
に
な

ら
な
か
っ
た
」
と
レ
ム
リ
は
回
想
し
て
い
る（

11
（

。
八
月
二
七
日
政
府
は
再
び
日
本
の
要
求
を
検
討
し
た
。
会
議
の
前
に
ボ
ド
ゥ
ア
ン
は
、
ア

ル
セ
ー
ヌ
＝
ア
ン
リ
の
勧
め
に
従
っ
て
日
本
側
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
協
定
案
を
準
備
し
、
ペ
タ
ン
は
そ
の
文
書
を
承
認
し
た
。
会

議
中
、
外
相
の
報
告
後
、
レ
ム
リ
は
ド
ク
ー
の
新
し
い
電
報
を
知
ら
せ
て
「
内
閣
が
決
め
る
」
と
発
言
し
た
。
外
相
の
質
問
「〔
植
民
地
〕

大
臣
が
何
を
提
案
す
る
の
か
？
」
に
対
し
て
レ
ム
リ
は
具
体
的
に
は
答
え
な
か
っ
た
。
政
府
は
、
八
月
一
六
日
の
立
場
を
確
認
し
、
ア
ル

セ
ー
ヌ
＝
ア
ン
リ
宛
訓
令
を
承
認
し
た
。
レ
ム
リ
は
一
言
も
反
対
し
な
か
っ
た
。
会
議
の
内
容
を
長
く
記
録
し
た
ボ
ド
ゥ
ア
ン
は
次
の
よ

う
に
結
論
づ
け
た
。「
自
分
が
勧
め
る
政
策
に
対
し
て
全
て
の
責
任
を
負
う
。「
ノ
ー
」
と
言
う
よ
り
難
し
い
交
渉
を
続
け
る
た
め
に
も
っ

と
勇
気
が
必
要
だ
。「
ノ
ー
」
と
言
う
の
は
、〔
現
地
の
〕
敗
戦
と
イ
ン
ド
シ
ナ
の
完
全
な
喪
失
に
至
る
間
違
い
だ（

11
（

」。

　

そ
の
会
議
の
翌
日
、
八
月
二
八
日
に
レ
ム
リ
は
ボ
ド
ゥ
ア
ン
に
ド
ク
ー
の
新
し
い
電
報
を
知
ら
せ
て
、
再
び
譲
歩
の
政
策
に
反
対
し
た
。
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そ
の
行
動
は
政
府
の
決
定
に
対
し
て
不
服
従
と
見
ら
れ
た
の
で
、
外
相
は
新
し
い
会
議
を
求
め
た
。
同
日
夜
、
ペ
タ
ン
の
司
会
で
集
ま
っ

た
レ
ム
リ
、
ウ
ェ
イ
ガ
ン
、
ダ
ル
ラ
ン
の
前
で
ボ
ド
ゥ
ア
ン
は
、
植
民
地
大
臣
の
行
為
に
激
し
く
反
論
し
て
、「
望
ま
し
い
提
案
と
は
ど
う

い
う
も
の
か
を
定
義
し
て
く
だ
さ
い
」
と
述
べ
た
。
レ
ム
リ
は
何
も
提
案
せ
ず
、
外
相
の
立
場
と
相
違
が
な
い
、
と
発
言
し
た
。
ペ
タ
ン

が
内
閣
の
合
意
を
認
め
た
後
、
参
加
者
は
ド
ク
ー
宛
訓
令
の
内
容
を
討
議
し
た
。
そ
れ
は
、
仏
印
防
衛
力
を
確
認
す
る
命
令
で
あ
っ
た（

11
（

。

レ
ム
リ
は
、
回
想
録
で
ボ
ド
ゥ
ア
ン
宛
書
簡
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
「
忘
れ
た
」
が
、
自
分
が
提
案
し
た
仏
印
防
衛
の
措
置
を
強
調
し
た（

11
（

。

フ
ラ
ン
ス
政
府
と
仏
印
の
新
局
面

　

八
月
二
八
日
の
会
議
の
翌
日
、
レ
ム
リ
は
仏
印
防
衛
力
に
対
す
る
ド
ク
ー
の
意
見
を
求
め
た
。
八
月
三
一
日
に
総
督
は
、
軍
用
機
、
戦

車
、
防
空
火
器
の
不
足
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、「
イ
ン
ド
シ
ナ
は
守
れ
る
、
守
る
べ
き
だ
」
と
述
べ
た
。「
イ
ン
ド
シ
ナ
の
喪
失
が
リ
ス

ク
だ
と
す
れ
ば
、
守
っ
て
失
う
の
は
裏
切
っ
て
失
う
よ
り
良
い
」
と
ド
ク
ー
は
確
信
し
た（

1（
（

。
し
か
し
、
そ
の
意
見
書
は
遅
れ
た
。
八
月
三

〇
日
に
東
京
で
ア
ル
セ
ー
ヌ
＝
ア
ン
リ
大
使
と
松
岡
外
相
は
書
簡
を
交
換
し
て
協
定
を
締
結
し
た
。
沢
田
大
使
か
ら
締
結
の
知
ら
せ
を
聞

い
た
後
ボ
ド
ゥ
ア
ン
は
以
下
の
よ
う
に
記
録
し
た
。

　
　

 　
「
待
望
の
ニ
ュ
ー
ス
に
対
す
る
反
応
は
痛
し
か
ゆ
し
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、〔
問
題
の
〕
解
決
の
手
段
と
し
て
武
力
の
行
使
を
回
避
す

る
こ
と
が
で
き
て
よ
か
っ
た
。
し
か
し
、
起
こ
り
う
る
苦
境
に
対
し
憂
慮
す
べ
き
点
は
多
い
。
中
国
軍
が
イ
ン
ド
シ
ナ
に
侵
入
す
る

か
ど
う
か
。
日
本
軍
の
出
現
は
、
イ
ン
ド
シ
ナ
住
民
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
。
日
本
占
領
の
存
続
期
間
は
ど
の
ぐ
ら
い
長

く
な
る
の
か
。〔
仏
日
〕
協
定
は
、
大
変
な
苦
境
へ
の
前
兆
で
あ
る
。
だ
が
、
私
が
初
め
か
ら
確
信
し
た
の
は
、
難
し
く
て
も
交
渉
を
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続
け
、
イ
ン
ド
シ
ナ
を
救
う
唯
一
の
方
針
を
と
っ
た
の
だ
と（

11
（

。」。

　

ド
ク
ー
の
決
然
た
る
態
度
を
知
る
ペ
タ
ン
は
、
自
分
で
総
督
に
対
し
て
政
府
の
決
定
を
説
明
す
る
と
、
八
月
二
七
日
の
会
議
で
知
ら
せ

た（
11
（

。
八
月
三
一
日
に
、
内
閣
は
日
本
側
と
軍
事
問
題
交
渉
に
関
す
る
訓
令
を
ハ
ノ
イ
に
送
っ
た
が
、
そ
の
伝
達
は
時
間
が
か
か
っ
た
。
翌

日
レ
ム
リ
は
、
ド
ク
ー
発
「
イ
ン
ド
シ
ナ
は
守
れ
る
、
守
る
べ
き
だ
」
の
電
報
（
八
月
三
一
日
付
）
を
受
け
取
り
、
た
だ
ち
に
そ
の
内
容

を
ボ
ド
ゥ
ア
ン
に
知
ら
せ
た
。
外
相
の
返
事
は
丁
重
か
つ
徹
底
し
て
い
た
。「
ド
ク
ー
海
軍
中
将
の
発
言
は
、
尊
敬
す
べ
き
軍
人
精
神
を
示

す
。
し
か
し
、
政
府
の
責
任
は
こ
れ
と
は
異
な
り
、
母
国
に
対
す
る
義
務
の
た
め
、
も
っ
と
現
実
的
な
行
為
を
遂
行
す
べ
き
で
あ
る
。
政

府
が
日
本
の
脅
威
に
対
し
て
リ
ス
ク
を
無
視
し
て
全
て
〔
の
立
場
〕
を
放
置
す
れ
ば
、
イ
ン
ド
シ
ナ
を
裏
切
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
を
ド

ク
ー
海
軍
中
将
に
知
ら
せ
て
、
我
ら
〔
政
府
〕
は
彼
の
最
も
厳
格
な
規
律
を
疑
わ
な
い
と
伝
え
る
べ
き
で
あ
る（

11
（

」。
ペ
タ
ン
も
総
督
に
直
接

書
簡
を
発
送
し
た
。「
あ
な
た
の
心
配
と
不
安
を
理
解
す
る
。
私
は
、
よ
く
考
え
た
後
で
政
府
に
日
本
と
の
交
渉
を
許
し
た
。
そ
の
交
渉

は
、
イ
ン
ド
シ
ナ
で
大
戦
を
阻
止
し
て
、
我
ら
の
主
要
な
権
利
を
守
る
べ
き
だ
。
あ
な
た
が
最
善
を
つ
く
し
て
軍
事
的
交
渉
を
行
い
、
全

て
の
フ
ラ
ン
ス
人
に
規
律
の
手
本
を
示
す
こ
と
を
私
は
期
待
す
る（

11
（

」。
ド
ク
ー
は
、
そ
の
命
令
に
従
っ
た
が
、
日
本
側
と
の
交
渉
を
で
き
る

限
り
引
き
延
ば
し
て
い
た
。
ハ
ノ
イ
が
再
び
交
渉
の
主
要
な
現
場
に
な
っ
た
際
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
日
本
の
新
し
い
要
求
に
反
対
す
る
総

督
の
努
力
を
支
援
し
た
が
、
日
本
軍
の
弾
圧
に
抵
抗
す
る
の
は
不
可
能
に
な
っ
た（

11
（

。

　

九
月
六
日
に
ペ
タ
ン
は
再
び
組
閣
を
行
い
、
ラ
ヴ
ァ
ル
副
首
相
以
外
の
全
て
の
議
員
を
辞
職
さ
せ
た
。「
政
治
家
」
の
代
わ
り
に
「
テ
ク

ノ
ク
ラ
ー
ト
」
が
入
閣
し
た（

11
（

。
そ
し
て
レ
ム
リ
の
政
治
的
キ
ャ
リ
ア
は
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。「
自
分
は
退
職
で
き
る
。
我
ら
の
全
て
の
植

民
地
を
固
守
す
る
意
思
を
見
せ
た
。
少
数
軍
人
の
反
抗
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
は
帝
国
全
体
で
フ
ラ
ン
ス
の
主
権
を
存
続
さ
せ
た
」
と
レ

ム
リ
は
結
論
づ
け
た（

11
（

。



― 54 ―

フランス知識人が見た日本の大陸・植民地政策（六）

　

第
三
共
和
国
の
行
政
・
官
僚
体
制
に
各
省
庁
は
自
分
の
活
動
範
囲
と
職
権
を
極
力
守
っ
て
他
の
省
庁
と
不
本
意
な
が
ら
協
力
し
て
い
た
。

外
相
を
継
続
す
る
ボ
ド
ゥ
ア
ン
は
、
ド
ク
ー
が
ハ
ノ
イ
で
行
っ
た
対
日
交
渉
と
形
式
的
に
は
関
係
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
新
植
民
地
大

臣
プ
ラ
ト
ン
は
、
東
ア
ジ
ア
の
状
態
を
ほ
と
ん
ど
理
解
し
な
か
っ
た
の
で
、
ド
ク
ー
宛
訓
令
を
準
備
す
る
と
き
に
い
つ
も
外
相
の
意
見
を

求
め
相
談
し
た（

11
（

。
ペ
タ
ン
は
、
両
大
臣
の
報
告
を
定
期
的
に
受
け
た
が
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
と
の
複
雑
な
関
係
に
熱
中
し
て
い
た
の
で
、

ア
ジ
ア
問
題
の
解
決
を
外
相
に
委
ね
た
。
日
本
側
か
ら
軍
人
は
そ
の
交
渉
を
完
全
に
統
制
し
た
の
で
、
外
務
省
の
役
割
が
弱
く
な
り
、
影

響
力
の
な
い
ア
ル
セ
ン
＝
ア
ン
リ
大
使
の
活
動
は
「
ニ
ュ
ー
ス
報
告
」
に
限
ら
れ
た（

11
（

。
一
〇
月
二
八
日
に
ボ
ド
ゥ
ア
ン
は
外
相
と
し
て
退

職
を
余
議
な
く
さ
れ
（
ラ
ヴ
ァ
ル
副
首
相
が
兼
外
相
に
な
り
）、
総
理
の
国
務
長
官
に
任
命
さ
れ
て
、
対
日
関
係
か
ら
全
く
離
れ
た
。

結
論
と
し
て

　

結
論
と
し
て
言
え
ば
、
一
九
四
〇
年
の
仏
印
危
機
、
日
本
軍
の
進
駐
は
、
二
〇
世
紀
に
初
め
て
フ
ラ
ン
ス
が
植
民
地
を
防
衛
す
る
必
要

を
引
き
起
こ
し
た
。
仏
印
の
状
態
お
よ
び
日
本
の
要
求
に
対
し
て
ヴ
ィ
シ
ー
政
権
の
主
役
た
ち
の
反
応
は
、
そ
の
政
治
的
な
立
場
一
般
を

反
映
し
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
国
主
席
と
し
て
帝
国
全
体
を
考
え
る
ペ
タ
ン
は
、
東
ア
ジ
ア
に
直
接
、
干
渉
す
る
可
能
性
の
な
い
こ
と
を
理

解
し
て
、
仏
印
よ
り
も
フ
ラ
ン
ス
・
ア
フ
リ
カ
の
防
衛
に
専
心
し
た
。
ウ
ェ
イ
ガ
ン
は
基
本
的
に
ペ
タ
ン
に
同
意
し
た
。
ま
ず
フ
ラ
ン
ス

の
経
済
的
立
場
と
利
益
を
守
り
た
い
ボ
ド
ゥ
ア
ン
は
、
仏
印
現
地
の
事
情
を
よ
く
理
解
し
て
、
日
本
へ
の
政
治
的
、
軍
事
的
譲
歩
を
い
と

わ
な
か
っ
た
。
国
威
を
懸
念
し
て
い
る
レ
ム
リ
は
、
日
本
に
対
す
る
強
硬
な
政
策
の
可
能
な
結
果
を
十
分
に
予
想
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
日
本
の
要
求
に
反
対
し
た
い
ド
ク
ー
は
、
そ
の
前
任
者
カ
ト
ル
ー
と
違
っ
て
、
政
府
の
訓
令
に
不
屈
に
従
っ
て
、
ど
ん
な
譲
歩
に
も

か
か
わ
ら
ず
一
九
四
五
年
三
月
九
日
の
明
号
作
戦
ま
で
仏
印
全
体
を
統
制
し
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
敗
戦
後
の
状
態
、
ア
ジ
ア
と
世
界
の



― 55 ―

フランス知識人が見た日本の大陸・植民地政策（六）

パ
ワ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
を
深
く
考
え
て
い
た
知
識
人
の
ヴ
ィ
シ
ー
政
治
家
が
打
ち
出
し
た
対
日
・
対
仏
印
政
策
は
当
時
の
国
際
情
勢
に
お
い

て
合
理
的
、
現
実
的
な
政
策
だ
っ
た
、
と
判
断
で
き
る
。
筆
者
は
、
戦
争
中
ヴ
ィ
シ
ー
・
フ
ラ
ン
ス
側
か
ら
見
た
日
本
の
大
陸
政
策
・
植

民
政
策
と
日
仏
関
係
の
研
究
を
続
け
る
予
定
で
あ
る
。

註

　

本
稿
の
引
用
は
全
て
筆
者
が
フ
ラ
ン
ス
語
・
英
語
か
ら
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
1
）  Franck M

ichelin, La guerre du Pacifique a com
m

encé à l’Indochine, 1940 -1941 （Paris: Passés Com
posés, 2019

）, p. 19 （
電

子
版
）。

（
2
）  

秦
郁
彦
「
仏
印
進
駐
と
軍
の
南
進
政
策
、
一
九
四
〇
～
一
九
四
一
年
」（
日
本
国
際
政
治
学
会
編
『
太
平
洋
戦
争
へ
の
道
』
第
六
巻
（
朝
日
新
聞

社
、
一
九
六
三
年
）
一
四
三
～
二
七
四
頁
）；
長
岡
新
次
郎
「
南
方
施
策
の
外
交
的
展
開
（
一
九
三
七
～
一
九
四
一
年
）」
日
本
国
際
政
治
学
会
編
『
太

平
洋
戦
争
へ
の
道
』
第
六
巻
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
三
年
）
三
～
一
四
〇
頁
）；

長
岡
新
次
郎
『
南
進
問
題
』（
鹿
島
平
和
研
究
所
編
『
日
本
外
交

史
』
第
二
二
巻
（
鹿
島
平
和
研
究
所
、
一
九
七
三
年
）；

戸
部
良
一
「
北
部
仏
印
進
駐
―
『
南
進
』
の
一
断
面
と
し
て
の
考
察
」（『
防
衛
大
学
校
紀

要
―
社
会
科
学
編
』
第
三
七
号
（
一
九
七
八
年
一
一
月
）
三
七
～
八
八
頁
）；

村
上
さ
ち
子
『
仏
印
進
駐
、
一
九
四
〇
～
四
五
』（
非
売
品
、
一
九

八
四
年
）；

吉
沢
南
『
戦
争
拡
大
の
構
図
―
日
本
軍
の
「
仏
印
進
駐
」』（
青
木
書
店
、
一
九
八
六
年
）
な
ど
。

（
（
）  

田
淵
幸
親
『
日
本
の
対
イ
ン
ド
シ
ナ
「
植
民
地
化
」
プ
ラ
ン
と
そ
の
実
態
』（
東
南
ア
ジ
ア
学
会
編
『
東
南
ア
ジ
ア
―
歴
史
と
文
化
』
第
九
巻

（
山
川
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
）
一
〇
三
～
一
三
三
頁
）；

田
淵
幸
親
「『
大
東
亜
共
栄
圏
』
と
イ
ン
ド
シ
ナ
―
食
糧
獲
得
の
た
め
の
戦
略
」
東
南
ア

ジ
ア
学
会
編
『
東
南
ア
ジ
ア
―
歴
史
と
文
化
』
第
一
〇
巻
（
山
川
出
版
社
、
一
九
八
一
年
）
三
九
～
六
八
頁
）
な
ど
。

（
4
）  

例
え
ば
、Pierre Q

ueuille, H
istoire diplom

atique de V
ichy. Pétain diplom

ate 

（Paris: Editions A
lbatros, 1976

）, pp. 81 -82; 
Philippe Prévost, Le tem

ps des com
prom

is. M
ai – décem

bre 1940 （Paris: CEC, 2005

）, pp. 89, 146.

（
5
）  

例
え
ば
、Robert A

ron, H
istoire de V

ichy. 1940 -1944 （Paris: A
rthèm

e Fayard, 1954

）, pp. 280 -281; La vie de la France sous 
l’occupation （1940 -1944

） （Paris: Plon, 1957

）, p. 760 -761.
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（
6
）  M

ichel D
evèze, La France d’O

utre-M
er. D

e l’E
m

pire colonial à l’U
nion Française 1938 -1947 

（Paris: H
achette,1948

）; 
Jacques V

alette, Indochine 1940 -1945. Français contre Japonais 

（Paris: SED
ES, 199（

）; René J. Poujade, L’Indochine dans 
la sphère de la coprospérité japonaise: D

e 1940 à 1945 

（Paris: L’H
arm

attan, 2007

）; Sébastien V
erney, L’Indochine sous 

V
ichy: entre R

évolution nationale, collaboration et identités nationales, 1940 -1945 （Paris: Riveneuve, 2012

）; Chizuru N
am

ba, 
Français et Japonais en Indochine （1940 -1945

）. Colonisation, propagande et rivalité culturelle （Paris: K
arthala, 2012

）〔
日
本

人
著
者
が
フ
ラ
ン
ス
で
研
究
活
動
を
行
う
〕
な
ど
。

（
7
）  

村
田
尚
紀
「
戦
後
フ
ラ
ン
ス
憲
法
前
史
研
究
ノ
ー
ト
（
一
）」（『
一
橋
研
究
』
第
一
一
巻
第
四
号
（
一
九
八
七
年
一
月
））
一
七
七
～
一
七
八
頁
。

（
8
）  

ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
代
表
的
な
史
料
の
一
編
は
、（Ed.

） Germ
an Library of Inform

ation （N
ew

 Y
ork

）, Facts in 
R

eview
, V

ol. II （1940
）, N

o. 1 -52.

（
9
）  Philippe Pétain, A

ctes et écrits （Paris: Flam
m

arion, 1974

）, p. 459.

（
10
）  

詳
し
く
は
、
ワ
シ
ー
リ
ー
・
モ
ロ
ジ
ャ
コ
フ
「
フ
ラ
ン
ス
知
識
人
が
見
た
日
本
の
大
陸
・
植
民
地
政
策
（
四
）
―
支
那
事
変
と
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ジ

ア
政
策
」（『
拓
殖
大
学
国
際
日
本
文
化
研
究
』
第
四
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）
五
六
～
六
〇
頁
。

（
11
）  A

m
iral [Jean] D

ecoux. A
 la barre de l’Indochine. H

istoire de m
on G

ouvernem
et G

énéral （1940 -1945

） （Paris: Plon, 1949

）, 
pp. （（ -（6.

（
12
）  M

ichelin F., La guerre du Pacifique a com
m

encé à l’Indochine, p. （4.

（
1（
）  D

ecoux, A
 la barre de l’Indochine, pp. 44 -49, 65 -67.

（
14
）  Paul Baudouin, T

he Private D
iaries （M

arch 1940 to January 1941

） （London: Eyre &
 Spottisw

oode, 1948

）, p. 146. 

筆
者
は
、

ボ
ド
ゥ
ア
ン
日
記
の
フ
ラ
ン
ス
語
版
が
稀
覯
本
の
た
め
入
手
で
き
ず
、
綿
密
に
訳
さ
れ
た
英
語
版
を
引
用
し
て
い
る
。

（
15
）  [M

axim
e] W

eygand, M
ém

oires. T
. III. R

appelé au service （Paris: Flam
m

arion, 1950

）, p. （（6.

（
16
）  

詳
し
く
は
、
ワ
シ
ー
リ
ー
・
モ
ロ
ジ
ャ
コ
フ
「
フ
ラ
ン
ス
知
識
人
が
見
た
日
本
の
大
陸
・
植
民
地
政
策
（
五
）
―
支
那
事
変
か
ら
フ
ラ
ン
ス
敗
戦

に
至
る
」（『
拓
殖
大
学
国
際
日
本
文
化
研
究
』
第
五
号
（
二
〇
二
二
年
三
月
）
五
六
～
五
九
頁
。

（
17
）  D

ecoux, A
 la barre de l’Indochine, pp. 55 -56, 67 -68.
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（
18
）  Baudouin P., T

he Private D
iaries, p. 158.

（
19
）  W

eygand, R
appelé au service, pp. （（6 -（（7.

（
20
）  M

ichelin F., La guerre du Pacifique a com
m

encé à l’Indochine, pp. （7 -46; D
ecoux, A

 la barre de l’Indochine, pp. 68 -70.

（
21
）  Baudouin P., T

he Private D
iaries, p. 169.

（
22
）  W

eygand, R
appelé au service, p. （（7.

（
2（
）  D

ecoux, A
 la barre de l’Indochine, pp. 7（ -90.

（
24
）  A

ron R., H
istoire de V

ichy, p. （1.

（
25
）  Jacques Isorni, Philippe Pétain, T

. 1 

（Paris: La table ronde, 1972

）, pp. （84 -（87; Raym
ond T

ournoux, Pétain et la France 

（Paris: Plon, 1980

）, pp. 18 -19, （5 -（6.

（
26
）  

レ
ム
リ
の
生
涯
・
行
動
に
関
す
る
総
合
的
な
研
究
は
ま
だ
な
い
。
国
際
政
治
関
係
の
論
文
・
演
説
集
は
、H

enry Lém
ery, D

e la guerre totale 
à la paix m

utilée （Paris: A
lcan, 19（1

）;（
前
書
き
）La justice du ‘Frente popular’ en E

spagne （Paris: Éditions de France, 19（7

）; 
La R

ussie et la France 

（Paris: A
m

is de la Russie nationale, 19（9

）; D
e la paix de Briand à la guerre d’H

itler 

（Paris: V
igneau, 

1949

）
な
ど
。
歴
史
・
植
民
地
問
題
の
関
係
著
作
は
、H

enry Lém
ery, La R

évolition française à la M
artinique 

（Paris: Larose, 19（6

）; 
M

artinique, terre française. Le conflit des races et l’opinion m
étropolitaine （Paris: G.P. M

aisonneuve &
 Larose, 1962

）な
ど
。
史

料
的
に
価
値
が
高
い
回
想
録
は
、H

enry Lém
ery, D

’une R
épublique à l’autre. Souvenirs de la m

êlée politique, 1894 -1944 （Paris: 
La table ronde, 1964

）．

（
27
）  A

ron R., H
istoire de V

ichy, p. （1.

（
28
）  Gilles Ragache, L’O

utre-M
er français dans la guerre （1939 -1945

） （Paris: Econom
ica, 2014

） p. 4（.

（
29
）  Lém

ery H
., D

’une R
épublique à l’autre, p. 251.

（
（0
）  

ボ
ド
ゥ
ア
ン
の
生
涯
・
行
動
の
総
合
的
な
研
究
は
ま
だ
な
い
の
で
、
そ
の
日
記
が
大
事
な
史
料
と
見
ら
れ
る
。

（
（1
）  Baudouin P., T

he Private D
iaries, p. 170 -171.

（
（2
）  Lém

ery H
., D

’une R
épublique à l’autre, pp. 252 -25（; W

eygand, R
appelé au service, p. （（7.
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（
（（
）  Baudouin P., T

he Private D
iaries, p. 17（.

（
（4
）  M

ichelin F., La guerre du Pacifique a com
m

encé à l’Indochine, pp. 47 -48.
（
（5
）  
詳
し
く
は
、
ド
ク
ー
発
レ
ム
リ
宛
書
簡
（
一
九
五
一
年
一
一
月
一
一
日
）
は
、Lém

ery H
., D

’une R
épublique à l’autre, pp. （27 -（28.

（
（6
）  D

ecoux, A
 la barre de l’Indochine, pp. 71 -7（

．

（
（7
）  Baudouin P., T

he Private D
iaries, p. 178.

（
（8
）  Lém

ery H
., D

’une R
épublique à l’autre, p. 25（.

（
（9
）  D

ecoux, A
 la barre de l’Indochine, p. 57.

（
40
）  D

ecoux, A
 la barre de l’Indochine, p. 91 -96.

（
41
）  Baudouin P., T

he Private D
iaries, p. 184.

（
42
）  

例
え
ば
、Colonel J[ulien] Legrand, L’Indochine à l’heure japonaise （Cannes: A

 com
pte d’auteur, 196（

）.

（
4（
）  M

ichelin F., La guerre du Pacifique a com
m

encé à l’Indochine, pp. 48 -56; D
ecoux, A

 la barre de l’Indochine, pp. 92 -94.

（
44
）  Baudouin P., T

he Private D
iaries, p. 187.

（
45
）  Lém

ery H
., D

’une R
épublique à l’autre, p. 254.

（
46
）  Baudouin P., T

he Private D
iaries, pp. 187 -189; W

eygand, R
appelé au service, p. （（7.

（
47
）  Baudouin P., T

he Private D
iaries, pp. 19（ -196; W

eygand, R
appelé au service, p. （（8.

（
48
）  Baudouin P., T

he Private D
iaries, pp. 198 -199.

（
49
）  

同
上, p. 199.

（
50
）  Lém

ery H
., D

’une R
épublique à l’autre, pp. 255 -257.

（
51
）  W

eygand, R
appelé au service, pp. （（7 -（（8.

（
52
）  Baudouin P., T

he Private D
iaries, pp. 199 -201.

（
5（
）  

同
上
、 p. 201.

（
54
）  

同
上
、pp. 20（ -204.
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（
55
）  

同
上
、pp. 204 -205.

（
56
）  M

ichelin F., La guerre du Pacifique a com
m

encé à l’Indochine, pp. 68 -74.

（
57
）  Lém

ery H
., D

’une R
épublique à l’autre, pp. 257 -258.

（
58
）  Baudouin P., T

he Private D
iaries, pp. 218 -220.  

レ
ム
リ
が
知
ら
せ
た
ド
ク
ー
発
電
報
（
八
月
二
四
日
）
は
、D

ecoux, A
 la barre de 

l’Indochine, pp. 97 -98.

（
59
）  

ボ
ド
ゥ
ア
ン
の
綿
密
な
記
録
は
、Baudouin P., T

he Private D
iaries, pp. 220 -222.

（
60
）  Lém

ery H
., D

’une R
épublique à l’autre, pp. 258 -259.

（
61
）  D

ecoux, A
 la barre de l’Indochine, pp. 101 -102.

（
62
）  Baudouin P., T

he Private D
iaries, p. 22（.

（
6（
）  Lém

ery H
., D

’une R
épublique à l’autre, p. 258.

（
64
）  Baudouin P., T

he Private D
iaries, p. 227.  

レ
ム
リ
発
ド
ク
ー
宛
訓
令
は
、D

ecoux, A
 la barre de l’Indochine, pp. 105 -106.

（
65
）  

同
上
、p. 102.

（
66
）  Baudouin P., T

he Private D
iaries, pp. 228 -2（0, 2（4 -2（5.  
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